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現用文書・非現用文書ごとの根拠法令（条例施行前）

現用文書 非現用文書
歴史資料として重要でない公文書

歴史資料として重要な公文書 歴史的価値を有すると認められる文書

群馬県○○文書管理規程
（例：群馬県文書管理規程、

群馬県教育委員会文書管理規程）

≪公開請求権として確立≫
群馬県情報公開条例

各実施機関が管理

文書館における文書の取扱いに関する要綱
文書館文書保存管理要領

等

文書館が管理

≪権利性なし（県民サービスの一貫）≫
文書館の管理運営に関する規則
文書館における文書の取扱いに関する要綱

等

文
書
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理

公
開
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利
用

廃棄

廃棄 一部収集
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現用文書・非現用文書ごとの根拠法令（条例施行後）

現用文書 非現用文書
歴史資料として重要でない公文書

歴史資料として重要な公文書 特定歴史公文書

群馬県公文書等の管理に関する条例

≪公開請求権として確立≫
群馬県情報公開条例

各実施機関が管理 文書館が管理

≪利用請求権を確立≫

文
書
管
理

公
開
・
利
用

全部移管

廃棄

○○公文書管理規程（実施機関ごと）

条例施行規則（条例の細部を定める）

特定歴史公文書等の利用等に関する規則
（保存、利用、廃棄について定める）


